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総務文教常任委員長報告 

（H28.3.28） 

 総務文教常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概要と結果を 

報告いたします。 

  

まず、第８号議案の平成２８年度亀岡市土地取得事業特別会計予算は、「京都・  

亀岡保津川公園」の整備に向けて、用地取得費や公債費等、所要の経費を計上した

ものであります。当該公園内で予定されている、スタジアム建設に反対の立場から、

本予算に対して反対意見が出されましたが、採決の結果は、多数をもって原案可決

すべきものと決定しました。 

次に、第９号議案の平成２８年度亀岡市曽我部山林事業特別会計予算は、山林  

管理に要する経費であり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決  

すべきものと決定しました。 

 次に、第１３号議案から第４２号議案の平成２８度亀岡財産区ほか２９財産区特

別会計予算について、その内容は、造林、育林等山林の管理経費、並びに関係地域

の自治振興のための助成経費等が主なものであります。３０財産区いずれも、別段

異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４３号議案、亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一

部改正は、地方公務員法、及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律等の施行

に伴い、関係条例について所要の規定整備を図るものであり、別段異論なく、採決
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の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４４号議案、亀岡市職員の退職管理に関する条例の制定については、地

方公務員法の一部改正に伴い、営利企業等に再就職した元職員に対する、現職員へ

の働きかけの規制に関する必要な事項を定め、職員の退職管理の適正化を図るもの

であり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定し

ました。 

 次に、第４５号議案、議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部改正は、地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、

所要の規定整備を図るものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原

案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４６号議案、ガレリアかめおか条例の一部改正は、ガレリアかめおかの

施設利用状況を踏まえ、より効率的な管理運営を行うため、休館日の見直しを行う

ものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決

定しました。 

 次に、第４７号議案、亀岡市行政不服審査に関する条例の制定については、行政

不服審査法の全部改正に伴い、亀岡市行政不服審査会の設置、並びにその組織及び

運営等に関し必要な事項を定めるものであり、また、第４８号議案、行政不服審査

法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、同法の全部改正に

伴い、関係する条例について所要の規定整備を図るものであり、別段異論なく、採

決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 



3 
 

 次に、第７６号議案、亀岡市消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤

消防団員等の損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、所

要の規定整備を図るものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案

可決すべきものと決定しました。 

  

 以上、簡単でありますが、本委員会の報告といたします。 
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